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1．調査概要

2．履行期間
　契約締結日から令和7年3月17日までとする。

3．調査内容

川崎港臨港道路建設資材価格等調査

計画準備
計画準備

協議・報告
協議・報告

資材等調査
特別調査－１
特別調査－２

標準 標準(規格1～10以下)
標準(規格21以上)

難易度１ 難易度１(規格1～10以下)

難易度２ 難易度２(規格1～10以下)
難易度２(規格11～20以下)
難易度２(規格21以上)

集計・分析
標準 標準(規格1～10以下)

標準(規格21以上)

難易度１ 難易度１(規格1～10以下)

難易度２ 難易度２(規格1～10以下)
難易度２(規格11～20以下)
難易度２(規格21以上)

審査

施工単価調査 難易度１
難易度２

施工歩掛調査 難易度１

成果物
業務完成図書作成

4．調査仕様
 4-1　総則
(1)

1

詳細は別紙のとおり

品目 10 詳細は別紙のとおり

品目 15 詳細は別紙のとおり

品目 1 詳細は別紙のとおり

詳細は別紙のとおり

品目 1 詳細は別紙のとおり

施工単価 5 詳細は別紙のとおり

25

品目

品目 78

施工単価 5 詳細は別紙のとおり

詳細は別紙のとおり歩掛

式 1

　本特記仕様書に定めのない事項については、｢港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書｣（国土交通
省港湾局　令和5年3月）の定めによるものとする。
　なお、共通仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、調査職員と別途協議し実施するも
のとする。

品目 1

品目 50

品目 10 詳細は別紙のとおり

品目 15 詳細は別紙のとおり

詳細は別紙のとおり

品目 40 詳細は別紙のとおり

品目 1 詳細は別紙のとおり

品目 1 詳細は別紙のとおり

詳細は別紙のとおり

　本調査は、京浜港湾事務所が実施する川崎港臨港道路東扇島水江町線の工事等の積算に必要な資材等
について、実勢価格等の調査を実施するものである。
　なお、本業務は入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術
提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の
対象業務である。
　また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
・４０歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配
置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

調査名称・内容 分　　類 単位 数量 摘　　要

式 1

回 2

品目 10

No.1



 4-2　計画準備

 4-3　協議・報告

 4-4　調査内容
　本調査は、以下の項目について実施するものとする。

4-4-1　資材等調査
(1) 共通事項
1)

2)

3)

4) 　調査品目及び調査時期については、調査職員の指示によるものとする。

(2) 特別調査－１（現地調査）
1)

2)

(3) 特別調査－２（聞き取り調査）

①標　　準： 　資材等に関する各種データを参考として価格設定ができる調査。
②難易度１：

③難易度２：

(4) 集計・分析

(5) 審査

　地場により価格形成されている資材等について、資材等に関する各種データや聞き取り調査だ
けでは調査結果が得られず、調査対象地区に調査員を派遣し行う現地調査に基づき実勢価格を調
査するものである。

　処分費及び再生資材調査については、所在地、受入れ条件、受入れ処理能力、対象地区までの
道路運搬距離等を調査するものとする。また、夜間持ち込み価格についても調査することとす
る。

　調査価格については、現場持ち込み・荷下ろし価格を原則とし、消費税を含まないものとす
る。

　調査先の選定に当たっては、大口需要に対処できる生産設備又は処理能力を有し、調査対象地
区に円滑な供給または処理が可能である等を考慮し選定するものとする。

　調査職員が別途調査開始日を指定する場合における調査期間は、原則１ヶ月以内とする。
　なお、これにより難い場合は調査職員と協議することとする。

　本調査の遂行に当たっては、調査職員と管理技術者が調査全体の計画等について、協議又は報告を
行うものとし、事前協議、最終報告の計2回行うものとする。
　なお、調査内容に変更が生じた場合、調査職員と受注者が協議のうえ調査実施上必要があると認め
られた場合は、履行期間の末日までに契約変更を行うものとする。

　特別調査－１、特別調査－２の調査価格の最終決定にあたり、調査価格報告前に価格調査の妥
当性や価格決定プロセスについて審査を行う。

　資材等に関する各種データや、聞き取り調査により実勢価格を調査するもので、難易度に応じ
て３分類に設定する。

　各種データを参考に出来ないもの、あるいは参考には出来るが規格が特別
なもので詳細な聞き取り調査が必要な調査。

　特別調査－１、特別調査－２で得られた結果を集計し、類似資材の同地区での価格変動の確
認、他地域との価格についての比較、資材等に関する各種（既存・類似）データとの比較、卸し
ルート上での物価比較等の分析を行うものとする。

　資材等に関する各種データを参考とするが、再度メーカー等への確認が必
要な調査。

　本調査を行うにあたって事前に調査の目的及び内容を把握し、調査の手順及び遂行に必要な事項を
企画立案し、調査計画書を作成する。
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4-4-2　施工単価調査

①難易度１：

②難易度２：

4-4-3　施工歩掛調査

難易度１： 　各種基準書を参考とするが、専門工事業者等への確認が必要な調査。

5．成果物
 5-1　成果物

 5-2　業務完成図書
(1)

(2) 　業務完成図書の提出先は下記のとおりとする。
国土交通省　関東地方整備局　京浜港湾事務所
〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-6-1　よこはま新港合同庁舎5階

6．検査
　本特記仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。

7．その他
(1) 　本調査で得られた結果は、当局の許可無く公表又は他に流用してはならない。

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 技術提案
1) 技術提案履行計画書

　最終決定にあたり、施工単価の報告前に価格調査の妥当性や価格決定のプロセスについて審査
を行う。

　各種基準書や物価資料等を参考とするが、専門工事業者等への確認が必要
な調査。

　本特記仕様書に記載なき事項及び本調査の遂行上疑義が生じた場合は、調査職員と別途協議するも
のとする。

　最終決定にあたり、施工歩掛の報告前に価格調査の妥当性や価格決定のプロセスについて審査
を行う。

　各種基準書や物価資料等を参考に出来ないもの、あるいは参考には出来る
が、詳細な聞き取り調査が必要な調査。

　「業務完成図書」は、「土木設計設計等の電子納品要領」に基づいて作成した電子データを電子媒
体（CD-R、DVD-R又はBD-R）で2部提出しなければならない。
　なお、「土木設計設計等の電子納品要領」に記載がない項目の電子化及びBD-Rの提出については、
調査職員と協議のうえ決定する。

　発注者は、引き渡し前であっても成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができ
るものとする。

　本調査で価格調査を行った資材価格に変動が発見された場合は、調査職員へ報告するものとする。

　調査内容の数量に変更が生じた場合、調査職員と受注者が協議し、調査実施上必要があると認めた
場合は、履行期間の末日までに契約変更を行うものとする。

　受注者は、入札時に提出した技術提案書の内容に基づき、適切に業務を遂行するものとする。
　なお、反映する技術提案については、技術提案履行計画書を作成するものとする。

　業務完成図書の取りまとめ方法及び添付する資料等については、調査職員と別途協議しなければな
らない。

　施工に要する資材費用、労務費用、機材運転費用等を一括して設定する特定工種に係る施工単
価のデータを収集し、類似施工単価との比較・分析を行うものとする。

　施工に要する作業員、機材、資材等の種類及び数量などについて設定する特定工種に係る施工
歩掛のデータを収集し、各種基準書との比較・分析を行うものとする。
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2) 技術提案履行計画書の変更

3) 技術提案書不履行の場合の措置

4) その他

(7) 配置技術者の確認について
1)

2)

①

②

3)

4)

(8) 契約内容の変更手続きについて

(9) 設計変更等について

(10) 業務品質確保調整会議について

(11)

以　　上

　現地作業又は内業が主となる技術者においては、作業を実施していることを写真等で確認でき
る者

　業務打合せ（電話等打合せを含む）等において、調査職員と業務に関する報告・連絡・調整等
を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者

　完了登録の「登録のための確認のお願い」のメール送信に加え、技術者本人の登録に関する認識の
確認のため、「登録のための確認のお願い」に個々の技術者の署名を付したものを別途調査職員に提
出する。
　なお、「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添
付する場合も同等とみなす。

　発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが明ら
かとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術者以外が業務実績情報シス
テム（テクリス）へ登録された場合についても同様とする。

　打合せ等に係る旅費については、受注者最寄り駅を横浜駅と想定しているため計上していない。
　なお、契約後、調査職員と協議のうえ受注者の最も近い本･支店の最寄り駅からの旅費に契約変更
するものとする。

　本調査における設計変更や契約変更を適正に行うため、協議及び指示を徹底するとともに、協議書
及び指示書等があるものを契約変更の対象とする。

　設計変更等については、業務契約書第１８条から第２６条及び「港湾設計・測量・調査等業務共通
仕様書本編１－２３から１－２５などに記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続き
については、「契約変更事務ガイドライン」（国土交通省港湾局）を参考とするものとする。

　本業務は、円滑な業務の実施及び品質の確保を図ることを目的として、発注者及び受注者とその双
方の責任者が参加し、履行における条件、業務工程の確認及び調整、業務計画の確認及び設計変更に
関する確認・調整等を行う会議（以下、「調整会議」という。）を開催するものとする。調整会議の
開催時期は、受注者が設計図書の点検を完了した業務着手前を基本とするが、調査職員と協議し決定
するものとする。
会議の開催は、「業務品質確保調整会議実施要領」に基づき行うものとする。

　業務実績情報システム（テクリス）に登録できる技術者については、以下の確認などにより、業務
に携わっていることを調査職員が確認できるものとし、業務完了までに、受発注者双方で確認のうえ
確定するものとする。

　発注者の事情による条件の変更又は予期することができない特別な状態が生じたことにより、技術
提案が履行できない場合は、発注者と別途協議するものとする。協議の結果、発注者の承諾を得た場
合は、技術提案履行計画書の変更を行い、調査職員に提出するものとする。

　受注者の責により技術提案書の内容を満足する業務が行えない場合は、業務成績評定を減ずる等の
措置を行う。

　技術提案書に基づく業務料の変更は、行わないものとする。

　受注者は、業務計画書の業務組織計画等に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。
　なお、変更業務計画書において、業務組織計画等を変更する際も同様とする。
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別　紙

資材等調査：特別調査－１（現地調査）

特別調査－１ 品目 10

資材等調査：特別調査－２（聞き取り調査）

1～10まで 品目 40

21以上 品目 1

1～10まで 品目 10

1～10まで 品目 15

11～20まで 品目 1

21以上 品目 1

施工単価調査

難易度（１）品目数 施工単価 5

難易度（２）品目数 施工単価 5

施工歩掛調査

難易度（１）品目数 歩掛 25

品目 規格数・形状寸法 単位 数量

難易度（２）品目数

標準

難易度（１）品目数

数量品目 規格数・形状寸法 単位

品目 単位 数量

品目 単位 数量


